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平成２４年度第９回公立大学法人熊本県立大学教育研究会議 議事録 

 

日 時：平成２４年１２月１０日（月）１０時００分～１１時５５分 

場 所：熊本県立大学大会議室 

出 席：学長      古賀 実 

副学長      半藤 英明 

事務局長           益田 和弘 

文学部長     山田 俊 

環境共生学部長     堤  裕昭 

総合管理学部長     松尾 隆 

地域連携ｾﾝﾀｰ長     松添 直隆 

学術情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ長    三浦 章 

環境共生学研究科長    北原 昭男 

熊本県公立高等学校長会会長  森塚 利德 

熊本日日新聞社新聞博物館長  平野 有益 

昭和女子大学大学院特任教授  渡辺 満利子 

事務局：田代事務局次長、元島教務入試課長、安達学生支援課長、福永総務課長、阪本企

画調整室長、田中学術情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ事務長、前田地域連携ｾﾝﾀｰ事務長、教務入試

課阿蘇品班長、同課西本班長 

 

１ 開会（進行：田代次長） 

  

２ 学長挨拶 

   

３ 議事（議長：古賀学長）  

（１）審議事項 

 ① 平成２５年度入学者選抜における合格者の決定について 

   事務局教務入試課から、資料１－１に基づき、「試験は１２月２日に実施し、推薦

入試１５０名、農業・林業・水産科推薦入試２名、“くまもと夢実現”推薦入試１名、

社会人入試５名の志願者があり、全員が受験した。審議内容の詳細については、資

料１－２に基づき、各学部長及び副学長から説明していただく。」との説明があった。 

  １）推薦入試 

   山田文学部長から、「日本語日本文学科は、募集人員５名に対し、受験者８名。小

論文と面接を実施。上位５名までを合格としたい。英語英米文学科は、募集人員７

名に対し、受験者１８名。小論文と面接を実施。上位７名までを合格としたい。」と

の説明があった。 
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   堤環境共生学部長から、「環境資源学科は、募集人員５名に対し、受験者９名。小

論文と面接を実施。５番目に同点者がいるため、上位６名までを合格としたい。居

住環境学科は、募集人員４名に対し、受験者７名。小論文と面接を実施。上位４名

までを合格としたい。食健康科学科は、募集人員４名に対し、受験者２６名。小論

文と面接を実施。３番目に同点者が３名いるため、上位５名までを合格としたい。」

との説明があった。 

   松尾総合管理学部長から、「総合管理学科は、募集人員５０名に対し、受験者８２

名。小論文と面接を実施。上位５０名までを合格としたい。」との説明があった。 

   審議の結果、案のとおり承認した。 

 

  ２）農業・林業・水産科推薦入試 

   堤環境共生学部長から、「若干名の募集に対し、受験者２名。小論文と面接を実施。

２名とも合格基準に達しており合格としたい。」との説明があった。 

審議の結果、案のとおり承認した。 

 

  ３）“くまもと夢実現”推薦入試 

   半藤副学長から「募集人員２名以内に対し、１名が受験。小論文と面接を実施。

得点が合格基準に達しており合格としたい。」との説明があった。 

    審議の結果、案のとおり承認した。 

 

   ４）社会人入試 

山田文学部長から、「若干名の募集に対し、英語英米文学科に１名が受験。英語と

面接を実施。英語の得点が低く、授業についていくことは困難と判断。不合格とし

たい。」との説明があった。 

堤環境共生学部長から「若干名の募集に対し、食健康科学科に２名が受験。英語、

化学生物、小論文、面接を実施。うち 1 名は、小論文、面接を受験せず途中棄権。

残り１名は、英語、化学生物の得点が低く、授業についていくことは困難と判断。

不合格としたい。」との説明があった。 

松尾総合管理学部長から、「若干名の募集に対し、２名が受験。英語、小論文、面

接を実施。得点が合格基準に達している１名を合格としたい。」との説明があった。 

審議の結果、案のとおり承認した。 

 

  ② 平成２５年度授業暦について 

    事務局教務入試課から、資料２に基づき、「基本的な考え方として、①前後期各１

５回授業日（試験を含まない）を設定、②７月１５日（月）海の日、１１月４日（月）

文化の日振替休日の一部祝休日における授業実施、③９月３０日（月）後期授業開

始、④補講日を各学期４日間設定（原則第４土曜日）、⑤試験期間を８日間設定して
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いる。本日この案を承認いただければ、決裁のうえ１２月中に学生及び教員に周知

する。」との説明があった。 

審議の結果、案のとおり承認した。 

 

  ③ 教員採用に係る枠取りについて 

   １）食健康科学分野 

事務局総務課から、資料３に基づき、「環境共生学部食健康科学科における食健康

科学分野を専門とする助教または助手１名の枠取りである。枠取りの理由は、前任

者の退職に伴う補充で、平成２５年４月１日の採用を予定している。」との説明があ

り、続いて、堤環境共生学部長から、「管理栄養士養成にかかわる科目の担当であり、

現職教員の退職後、間が開くことなく採用をお願いしたい。管理栄養士免許を有す

る者で、管理栄養士の教育に熱意をもって取り組む意欲のあることなどを条件とし、

助教または助手としての採用を希望する。」との説明があった。 

審議の結果、案のとおり承認した。 

 

④ 教員の採用について 

   事務局総務課から、資料４－１に基づき、環境共生学部及び総合管理学部の教員

採用について、これまでの審査の経緯等について説明があり、「審議内容の詳細につ

いては、資料４－３～４－６に基づき、各学部長から説明していただく。」との説明

があった。 

   １）地域計画学 

    堤環境共生学部長から、資料４－３に基づき、「地域計画学採用人事について、公

募に対して１８名の応募があった。学部内で選考手続きを進め候補者を選定。平成

２５年４月１日付けで准教授として採用していただきたい。」との説明があった。続

いて、全学資格審査委員会議長である半藤委員より、「地域計画学の採用予定者は、

准教授での採用が適当であると全学資格審査委員会において判定した。」との報告が

あった。 

審議の結果、案のとおり承認した。 

 

   ２）公衆栄養学 

    堤環境共生学部長から、資料４－４に基づき、「公衆栄養学採用人事について、公

募に対して２名の応募があった。学部内で選考手続きを進め候補者を選定。平成２

５年４月１日付けで講師として採用していただきたい。」との説明があった。続いて、

全学資格審査委員会議長である半藤委員より、「公衆栄養学の採用予定者は、講師で

の採用が適当であると全学資格審査委員会において判定した。」との報告があった。 

    審議の結果、案のとおり承認した。 
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   ３）計量経済学 

    松尾総合管理学部長から、資料４－５に基づき、「計量経済学採用人事について、

公募を行い、学部内で選考手続きを進め候補者を選定。平成２５年４月１日付けで

講師として採用していただきたい。」との説明があった。続いて、全学資格審査委員

会議長である半藤委員より、「計量経済学の採用予定者は、講師での採用が適当であ

ると全学資格審査委員会において判定した。」との報告があった。 

    審議の結果、案のとおり承認した。 

 

   ４）マーケティング 

    松尾総合管理学部長から、資料４－６に基づき、「マーケティングを専門分野とす

る採用人事について、公募を行い、学部内で選考手続きを進め候補者を選定。平成

２５年４月１日付けで教授として採用していただきたい。」との説明があった。続い

て、全学資格審査委員会議長である半藤委員より、「マーケティングを専門分野とす

る採用予定者は、教授での採用が適当であると全学資格審査委員会において判定し

た。」との報告があった。 

    審議の結果、案のとおり承認した。 

 

  ⑤ 研究支援組織の整備及び特任教授の任用について 

    古賀学長から、資料５－１に基づき、「地域連携センターを本学の研究推進（支援）

を担う組織として明確に位置づけるため、名称を改称したい。また、センターの取

り組み強化の一環として、特任教授を任用し、本学が地域の知の拠点として地域に

即した教育研究の展開を強化していくためのＣＯＣ（Ｃenter of Ｃommunity）事

業の組み立てと推進を図るとともに、ＣＰＤの拡充や、包括協定先との連携を拡大

していく業務について、学内の各機関・学部及び本学と地域社会を結びつける総合

的調整・事業推進に尽力していただくことにしたい。」との説明があり、引き続き資

料５－２に基づき、地域連携センター長から推薦のあった特任教授推薦書により、

経歴及び研究業績について説明があった。 

審議の結果、案のとおり承認した。 

 

（２）報告事項 

 ① 非常勤講師の採用について 

  事務局教務入試課から、資料６に基づき、「環境共生学部居住環境学科の地域計画論

については、同科目を担当していた教員が退任のため、後任教員の採用手続きを進め

ていたが、条件に合う応募者がおらず、今年度は非常勤講師による集中講義を実施す

ることとし、１２月２４日付けで採用を決定した。」との報告があった。 
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 ② 平成２５年度年度計画の作成について 

  事務局企画調整室から、資料７に基づき、「地方独立行政法人は、中期目標の達成に

向けて、毎事業年度の開始前に中期計画に基づくその事業年度の年度計画を定め、設

立団体の長に届ける必要がある。そのため、平成２４年度の実施状況を踏まえ、平成

２５年度の年度計画を３月末までに策定し、県に届け出る予定。」との報告があった。 

 

４ その他 

  次回日程  第１０回  平成２５年１月２１日（月）午後１時～ 本部棟２階大会議室 

 

５ 閉 会 


